
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

府中市では、高齢者教育を推進するため、次のとおり老人大学を実施します。 

ぜひ取材をお願いいたします。 

 

趣旨：令和６年４月から開始された相続登記の申請の義務化。義務化が開始され 

   た経緯や、相続登記を行う必要性などについて知り、円滑な相続登記を行 

   うことに役立てる。 

 

日時：２月２０日（木） 午前１０時～１１時 

 

場所：府中市生涯学習センター ２階 多目的ホール 

（〒726-0005 府中市府中町 27-1 電話：0847-41-8977） 

 

主催：府中市教育委員会・府中市老人大学東部教室運営委員会 

 

演題：相続登記申請の義務化について 

 

講師：広島法務局福山支局 統括登記官 重光
しげみつ

 正隆
まさたか

 

 

内容：相続登記の申請について学ぶ。 

 

受講料：１００円  

※どなたでも参加できます。 

広島県府中市 情報提供 

令和７年２月１２日（水曜） 

府中市教育委員会 教育部 

教育政策課 教育推進係：早嶋   

電話 0847-44-9023 
プレスリリース 

府中市老人大学 東部教室 

「相続登記申請の義務化について」 


